
～食品事業者の皆様へ～

全ての加工食品に
原料原産地表示が必要になります

食品表示法に基づく食品表示基準が平成29年9月1日に改正
され、全ての加工食品（輸入品を除く）の重量割合上位１
位の原材料について原料原産地の表示が必要になります。

なお、平成29年9月1日から平成34年3月31日までが経過措置期間ですが、包材の発注等
に混乱が生じないよう、計画的に表示の切替え等を行ってください。

※原料原産地表示の具体的な表示方法や表示をする際のルールについては、
消費者庁の下記のページで確認して下さい。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/
country_of_origin/index.html

※原料原産地表示とは別に、平成27年4月1日より、全ての加工食品に栄養成分
表示が義務付けられたほか、アレルギー表示に係るルールが変更されました。
（経過措置期間は平成32年3月31日まで）
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
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大括り表示

又は表示

又は表示

大括り表示＋又は表示

～～～表示方法のイメージ図～～～

【原則①】 国別重量順表示
重量割合上位１位の原材料が生鮮食品の場合は、
その産地を表示する。２か国以上の産地の原材料を
混合し使用する場合は、重量の割合の高い順に国名
を表示する。

【原則②】 製造地表示の国別重量順表示

重量割合上位１位の原材料が加工食品の場合は、
原則としてその製造地を表示する。
（アメリカ製造、国内製造、青森県製造 等）

※ただし、重量割合上位１位の原材料に使われた
生鮮食品の産地がわかっている場合は、その産
地を表示することもできる。

・製造地表示の場合は、
（アメリカ製造又は国内製造）

・製造地表示の場合は、（外国製造）
・国産と混合がある場合は、（輸入、国産）（外国製造、国内製造）

・製造地表示の場合は、

（アメリカ製造又はカナダ製造又はデンマーク製造）

・製造地表示の場合は、（国内製造又は外国製造）

産地や製造地の切替えなどのたびに容器包装の変更
が生じると見込まれ国別重量順表示が困難な場合、以
下の例外により表示できる。

・３か国以上の場合

・輸入と国産の重量順
が表示不可能

【例外①】

選択可

【例外②】

【例外③】

【例外①】

・２か国の場合

表示方法は、「国別重量順表示」（対象となる原材料が加工食品である場合は、
「製造地表示の国別重量順表示」）を原則としつつ、これが困難な場合には、
「又は表示」や、「大括り表示」を行うことができます。

名 称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（アメリカ産、国産、その他）、豚脂肪、‥

名 称 チョコレートケーキ
原材料名 チョコレート（ベルギー製造）、小麦粉、‥

名 称 チョコレートケーキ
原材料名 チョコレート、小麦粉、‥
原料原産地名 ガーナ（カカオ豆）、インドネシア（カカオ豆）

※豚肉の産地は、平成〇年の使用実績順

名 称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（輸入）、豚脂肪、‥

名 称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（アメリカ産又は国産）、豚脂肪、‥

※豚肉の産地は、平成〇年の使用実績順

名 称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（アメリカ産又はカナダ産又はデンマー

ク産）、 豚脂肪、‥

※豚肉の産地は、平成〇年の使用実績順

名 称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（国産又は輸入）、豚脂肪、‥


